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Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

W 画像意匠分類 
 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

全物品   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

《意匠登録出願について》 

・画像意匠分類の付与対象は、平成１９年４月１日以降の出願とする。 

・画像意匠分類は、全ての物品に対して付与可能とする。 

・画像意匠分類は、画像（セグメント表示等、画面に文字・数字・線等のみが表されている場合を含む）を含

む意匠の出願に対して付与する。 

 

《意匠公知資料について》 

・画像意匠分類は、全ての物品に対して付与可能とする。 

・画像意匠分類は、画像（セグメント表示等、画面に文字・数字・線等のみが表されている場合を含む）を含

む意匠が表されている資料に対して付与する。 

ただし、①単なるコンテンツのみが表されている場合（例えば、風景写真、映画など）、②画面部分が明瞭

に表されていない場合は付与しない。 

 

（付与イメージ） 

全小分類（物品もしくは物品群）の下位に、「Ｗ」を展開したものを、画像意匠分類を展開する。 

例：Ｈ７－４３Ｗ、Ｊ２－３００Ｗなど 

＊分類構成については、分類一覧表の「凡例」を参照のこと。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

参考図のみに画像が表されている場合は、付与対象としない。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

全ての D タームに優先して付与する。通電の如何に関わらず、セグメントが表示部に表されている物品につ

いては、Ｗ分類を付与する。 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

   

 


